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「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」の周知について 

 

 

近年、夏の猛暑は厳しさを増し、今後も続くとされている中、屋外での作業が必要とな

る建設業については、厳しい作業環境において、地域の実情を踏まえ、最新の知見・技術

を総動員した多様な働き方が必要となります。 

 このような背景を踏まえ、今般、受注者が施工の時期、時間や方法を柔軟に選択できる

よう、工期の設定、新技術の導入や熱中症対策に係る経費等について支援する取組を別添

の通り「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」としてとりまとめました。 

 

本パッケージに基づき、来季に向け、 

１．猛暑期間・時間の作業回避 

２．効率的な施工・作業環境の改善 

３．猛暑対策に必要な経費等の確保 

４．地方公共団体・民間発注者等への周知、好事例の横展開 

の４つの柱を掲げ、取組を進めてまいりますが、現場で働く技能労働者の生命・健康を

守るためには、官民問わず取組を進めることが重要となります。 

 

つきましては、貴職におかれましても、本パッケージを参照いただき、趣旨を理解の上、

建設業で働く方の安全確保に向け、引き続きご理解と御協力をいただきますよう、お願い

いたします。 

併せて、各構成員に対しても、別添について周知いただきますよう、お願いいたします。 
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（１－１）猛暑期間を回避した工事発注
・猛暑日（WBGT値）を考慮した工期設定

・発注者による、猛暑期間の現場施工を回避する工夫（準備工、工場
製作等）により、工期設定

（１－２）猛暑期間を休工可能とする工事発注

・猛暑期間を休工可能とする工事発注の実現に向け、効果や必要とな
る費用・取組の調査を目的とした試行工事の実施【新規】

（１－３）猛暑期間における現場施工回避の協議の明記
・宇都宮国道事務所等において、試行的に実施
・特記仕様書への記載を他事務所に展開【新規】

（１－４）猛暑時間の施工回避

・現場環境に応じて、作業の開始時間、終了時間を、監督職員と協議
の上、柔軟に設定

・早朝・夜間施工に係る警察や地元等への協議について、必要がある
場合、発注者が協力すること等について、特記仕様書へ記載【新規】

（１－５）１年単位の変形労働時間制（１－２～１－４とセット）
・１年単位の変形労働時間制の活用に向けた関係者との連携【新規】

（１－６）適切な設計図書の作成

（１－７）労働実態の把握

【概要】
○建設業の担い手を確保するため、他産業と遜色のない労働条件・労働環境の実現が必要
○猛暑は今後も続くと想定され、厳しい作業環境において、地域の実情を踏まえ、最新の知見・技術を総動員した多様な働き方の実現が必要
○施工者の自主性を尊重しつつ、地域の実情や現場の状況等に応じて、受注者が施工の時期、時間や方法を柔軟に選択できるよう、工期の設定、

新技術の導入や熱中症対策に係る費用等について支援する取組を「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」としてとりまとめ

来季に向けて実施する具体的な施策・取組

１．猛暑期間・時間の作業回避 ２．効率的な施工、作業環境の改善

３．猛暑対策に必要な経費等の確保

（２－１）i-Construction 2.0の推進
・施工・データ連携・施工管理のオートメーション化の取組を加速

（２－２）作業環境の改善
・個社毎の取組（定置式水平ジブクレーン、バイタルチェック機器等）

・技術開発の促進（SBIR制度による支援に向けた公募実施） 【新規】
・技術提案評価型S型を活用した、作業環境の改善に資する施工方法・
施工計画の工夫促進【新規】

（３－１）熱中症対策に係る経費
・現場管理費、現場環境改善費での熱中症対策費用の計上
・実態に応じた熱中症対策費用の確保【新規】

（３－２）直接工事費
・維持工事等で標準歩掛がない作業は見積り等による精算変更
・施工実態調査に基づく歩掛の見直し

建設工事における猛暑対策サポートパッケージ【概要版】

中長期的な課題への対応

・日給制の技能労働者の年間総労働時間・賃金を確保する方策
・１年単位の変形労働時間制の運用改善、生命・安全を守るための猛暑日における作業のあり方の議論

４．地方公共団体・民間発注者等への周知・要請、好事例の横展開

（４－１）工期における猛暑日考慮の徹底【新規】
・「工期に関する基準」の対応状況調査、働きかけ等

（４－２）工期以外の猛暑対策の推進【新規】

（４－３）好事例の横展開【新規】
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はじめに 

・ 建設業は、社会資本整備や災害時の応急復旧等、重要な役割を担っており、将来に

渡って建設業の担い手を確保するためには、他産業と遜色のない労働条件・労働

環境の実現、更なる向上・改善が必要である。 
・ そのような中、猛暑対策として、国土交通省直轄土木工事においては、発注段階に

おける猛暑日を考慮した工期設定、熱中症対策に係る経費の充実、i-Construction 

2.0 による遠隔施工の促進等を実施しており、地方公共団体等に対しても、同様の

働きかけ等を行ってきた。 
・ 一方、近年、夏の猛暑は厳しさを増し、今後も続くと想定されることから、厳しい

作業環境に対応するため、地域の実情を踏まえ、最新の知見・技術を総動員した多

様な働き方が必要となる。 
・ そのため、建設業団体の意見も踏まえ、施工者の自主性を尊重しつつ、地域の実情

や現場の状況等に応じて、受注者が施工の時期、時間や方法を柔軟に選択できる

よう、工期の設定、新技術の導入や熱中症対策に係る費用等について支援する取

組を「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」としてとりまとめた。本パ

ッケージに基づき、来季（令和８年夏）の猛暑に向け、取組を進める。 

・ 来季の実施状況を踏まえ、本パッケージは適宜見直すこととする。 
・ また、冬季に現場施工ができなくなる積雪寒冷地等の地域性について、猛暑対策

と同様に配慮が必要となる。 

・ なお、日給制の技能労働者が適切な年収（円／年）を確保するためには、１日当た

りの適切な日給（円／日）と１年当たりの適切な労働日数（日／年）の確保が必要

となる。一方で、日給制の技能労働者と月給制の技能労働者が混在する状況で、猛

暑等期間の作業回避をした上で、適切な年収を確保するためには、新たに時間当

たりの賃金単価（円／時間）と１年間の総労働時間（時間／年）の考慮が必要とな

る。 
・ 猛暑等の対策を検討するに当たり、労働基準法制の運用の工夫等といった総労働

時間を確保する方策については、建設業団体や関係行政機関等との対話を通じて、

そのあり方について、引き続き、議論を行っていく必要がある。 
・ こうした引き続き議論を行う必要がある課題は、「中長期的な課題への対応」とし

て整理した。 
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来季に向けて実施する具体的な施策・取組 

１．猛暑期間・時間の作業回避 

１－１ 猛暑期間を回避した工事発注 

・ 猛暑期間における外業を回避するため、受注者により猛暑期間中に準備工や工場

製作等を実施する工程を設定する等の対応が既にとられている事例もある。 

・ 発注者が猛暑日を考慮した工期設定を実施するため「直轄土木工事における適切

な工期設定指針」を令和５年３月に改定し、年毎の WBGT 値 31 以上の時間を日数

換算し、５年間の平均値を猛暑日日数として、雨休率における天候等による作業

不能日として工期を設定している。当初発注時に発注者の積算で見込んでいる以

上に猛暑日等があり、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合には、工期延長日

数に応じて精算することとしている。 

・ 建設工事において適正な工期を確保するための基準である「工期に関する基準」

を令和６年３月に改定し、工期設定で考慮する自然要因による不稼働として、猛

暑日を追加している。 

・ 直轄土木工事において、発注者は、熱中症のリスクが高い作業が猛暑期間にかか

らないよう、事業全体の工程や工事の重要度、予算の配分状況等を考慮し、可能な

範囲で、余裕期間、準備期間、工場製作等外業を伴わない期間、後片付け期間等が

猛暑期間に収まるよう調整する等、猛暑期間の現場施工を回避した工事発注を行

う。 

 

１－２ 猛暑期間を休工可能とする工事発注 

・ 受注者の判断に基づき猛暑期間を一定期間休工とすることができるよう、発注者

が猛暑期間を考慮した工期設定を行うことを目指し、取組の効果や必要となる費

用・取組を把握するため、猛暑期間を工期に含む直轄土木工事において、試行工事

を実施し、追加費用について当初発注時における明示方法や積算方法、必要な取

組等について検討する。 

・ その際、技能労働者の年収や総労働時間の確保、受注者の利益の確保に関する観

点や冬季に現場施工ができなくなる積雪寒冷地等の地域性の観点等を十分考慮し

て、工事発注を行う。 

 

１－３ 猛暑期間における現場施工回避の協議の明記 

・ 受注者が猛暑期間の現場施工を回避しやすくするため、特記仕様書において、監

督職員と協議を行うことができる旨、規定する等、受注者の取組を促進している

事例もある。 

・関東地方整備局宇都宮国道事務所の取組事例：熱いアスファルト材を扱う舗装工事の特記

仕様書において、「本工事は、働き方改革、熱中症予防の一環として、猛暑期間（７～８月）

の現場施工回避について、監督職員と協議を行うことができる。」と明記。 
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・ 全国の他の直轄土木工事においても、受注者の判断により、猛暑期間の現場施工

を回避しやすくするため、関東地方整備局宇都宮国道事務所等における特記仕様

書を参考にしながら、猛暑期間における現場施工回避の協議の明記について、他

事務所へも展開する。 

 

１－４ 猛暑時間の施工回避 

・ 猛暑時間の現場施工を回避するため、監督職員と協議の上、必要があると認めら

れる際には、作業の開始時間、終了時間を変更することができることから、受注者

は、施工・工程を工夫して、早朝施工や休憩時間の延長等の取組が実施されてい

る。 

・早朝施工の事例：高水敷除草工において、８～17 時の勤務体制のところ、熱中症による

死傷者発生数が最も多い 15 時台を避け、６～15時に変更し、作業を実施。 

・休憩時間延長の事例：閉鎖空間（箱型ルーフ内）の作業において、猛暑日は昼休憩を１時

間延長し、実作業を１時間短縮する代わりに、気温が下がった時期に１時間追加で作業

を実施。 

・施工場所の工夫事例：道路除草工において、比較的気温の低い山地部を夏期、平地部を夏

期以外に作業。 

・クールワークタイムの導入：県工事において、11～14 時までを休憩時間とするクールワ

ーク実施要領を策定し、屋外での作業を主とする建設工事に適用。 

 

・ 受注者が猛暑時間の現場施工を回避しやすくなるよう、早朝・夜間施工に係る警

察や地元等への協議について、必要がある場合、発注者が協力することを直轄土

木工事における特記仕様書へ記載する等、受注者の取組を促進できる方策を実施

する。 

・ 建設業界として、猛暑期間・時間を避けた現場施工を推進している旨、建設業界以

外の関係者に対しても理解増進が図られるよう、周知に努める。 

 

１－５ １年単位の変形労働時間制 

・ 受注者は、労働基準法の規定により、特定の季節等で業務の繁閑が大きい場合に

は、１年単位の変形労働時間制を用いることができる。具体的には、繁忙期の所定

労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、

業務の繁閑に応じて、工夫しながら労働時間の配分を行う取組であり、導入に当

たっては、就業規則への規定、労使協定の締結（労働基準監督署への届出）が必要

となる。 

・ 建設業においても変形労働時間制を促進するため、厚生労働省において作成され

たパンフレット「建設業における１年単位の変形労働時間制のポイント」の周知

に努めている。 

・ 本制度について、１－２～１－４の猛暑期間・時間の作業回避の取組に加え、変形
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労働時間制により年間の総労働時間を配分する工夫が求められ、直轄土木工事を

主として、関係機関と連携しつつ、活用に取り組んでいく。 

・ なお、猛暑期間・時間の現場施工を回避し、働きやすい季節、時間帯に働ける業界

というポジティブなイメージとなるよう、取り組み方には留意する。 

 

１－６ 適切な設計図書の作成 

・ 発注者は現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成に努め、設計不足や関係機

関との未協議、仮設工の未計上等により、当初発注時に見込んだ猛暑期間の工事

内容や工事量の変更、また、入札時に受注者が予定した工期の遅延が生じ、猛暑期

間・時間の現場施工の回避ができなくなることを防ぐ。 

 

１－７ 労働実態の把握 

・ 公共工事の品質確保の促進に関する法律第 27 条にて、国は、適正な請負代金・賃

金が支払われるよう、賃金の支払等に関する実態の調査を行うよう努めなければ

ならない旨が規定されていること等を受け、直轄土木工事にて、受注者の協力の

下、技能労働者への賃金の支払いや労働時間等の実態を調査する試行を実施して

いる。 

・ 今後、猛暑期間・時間含め、年間の労働状況、適正な賃金が支払われるための労働

時間の確保等に関する実態を把握するとともに、実態把握に基づき、本パッケー

ジは適宜見直しを行う。 

 

２．効率的な施工、作業環境の改善 

２－１ i-Construction 2.0 の推進 

・ 平成 28 年（2016 年）より建設現場の生産性向上の取組として推進してきた   

i-Construction の取組を深化し、更なる抜本的な建設現場の省人化対策を   

i-Construction 2.0 として令和６年（2024 年）４月にとりまとめを行っている。

i-Construction 2.0 では、2040 年度までに建設現場の省人化を少なくとも３割、

すなわち生産性を 1.5 倍向上することを目指し、「施工のオートメーション化」、

「データ連携のオートメーション化」、「施工管理のオートメーション化」を３本

の柱として、建設現場で働く一人ひとりが生み出す価値を向上し、少ない人数で、

安全に、快適な環境で働く生産性の高い建設現場の実現を目指して、建設現場の

オートメーション化に取り組んでいる。 

・ 引き続き、限られた時間で効率的に現場施工を実施することは熱中症対策に資す

るため、i-Construction 2.0 を推進する。 

・遠隔施工：現場内の建設機械を空調の効いた室内から操縦することが可能。 

・省人化建設機械（チルトローテータ）：掘削面に正対せずに細部まで刃先が届くため、人

力で行っていた細部の調整を機械施工可能となり、猛暑下の屋外での人力作業の減少に貢

献。 
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・ICT 施工 StageⅡ：ダンプトラックや建設機械の位置情報や稼働状況等様々な情報を集約

し活用することで、作業工程等を見直し、作業時間や人員の削減につなげる取組。 

 

２－２ 作業環境の改善 

・ 既存の技術・製品である定置式水平ジブクレーン、アシストスーツ、水冷服・空調

服、バイタルチェック機器等の導入が個社毎に行われている。 

・定置式水平ジブクレーン：定位置に存置し、現場に常時設置して作業を行う水平ジブを持

ったクレーンであり、クレーンの操作は、現場の作業員が無線操作盤を使用し、吊り荷

を目視・確認しながら資材を運ぶことが可能。クレーンの場合、オペレータ、世話役、

玉掛け作業員の複数名が必要なところ、定置式水平ジブクレーンの場合、玉掛け作業か

ら資材運搬まで、１人で作業可能であり、現場内小運搬の効率化により、省人化・熱中

症リスクの軽減に寄与。 

・技能労働者安全モニタリングシステム：気温・湿度・体温を常に感知し、危険な状態には

装着機器のアラームにより本人へ警告、同時に現場管理者へのメール自動送信すること

により、速やかな休憩指示が可能。 

・個社毎に開発された公共工事等での活用が見込まれる新技術に係る情報を共有・提供する

データベース（新技術情報提供システム：NETIS）の運用：省人化・熱中症対策に寄与す

る鉄筋結束の自動化を図った全自動ロボットシステムや夏季の密閉された足場内での有

害塗膜除去作業時の熱中症対策スーツ等が登録。 

 

・ 建設市場整備推進事業費補助金等を活用し、「地域の守り手」となる地方の中堅・

中小建設業従事者の ICT への習熟を深め、迅速かつ効率的な応急復旧を実現でき

る体制を構築する。 

・ 熱中症対策に係る技術開発を促進するため、SBIR 制度によるスタートアップ等へ

の支援に向け、技術の公募を実施する。 

・ 既存技術の現場実装を促すため、直轄土木工事での総合評価落札方式において、

技術提案評価型Ｓ型を活用し、猛暑期間・時間の作業回避、人力作業の削減等、作

業環境の改善に資する施工方法、施工計画の工夫について入札参加者から提案を

求める。 

・ なお、機械化等によってもなお残る人力作業に関し、作業環境の改善、安全に配慮

した施工計画等についても考慮する必要がある。 

 

３．猛暑対策に必要な経費等の確保 

３－１ 熱中症対策に係る経費 

・ 工事現場の熱中症対策における備品等対応に係る経費に関して、直轄土木工事に

おいては、工事期間中の真夏日の日数に応じた補正値による現場管理費の補正を

令和元年度より試行している。塩飴、経口保水液等効果的な飲料水、空調服、熱中
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症対策キット等、主に作業員個人に対する熱中症対策として用いることができる。 

・ 工事現場の熱中症対策における施設対応に係る経費に関して、直轄土木工事にお

いては、共通仮設費の現場環境改善費の率分で計上される額の 50％を上限に、積

み上げ計上できる積算要領を令和７年度より適用している。遮光ネット、大型扇

風機、製氷機、日除けテント、ミストファン等、主に現場の施設等における熱中症

対策として用いることができる。 

・ 直轄土木工事における諸経費動向調査等によって得られる熱中症対策等に係る経

費の実態に応じ、現場環境改善費の計上費目の見直し等、熱中症対策等に係る経

費を確保する。 

・ 猛暑日を考慮した工期設定となるよう「直轄土木工事における適切な工期設定指

針」を令和５年３月に改定し、年毎の WBGT 値 31 以上の時間を日数換算し、５年

間の平均値を猛暑日日数として、雨休率における天候等による作業不能日として

工期を設定しており、官積算で見込んでいる以上に猛暑日等があり、かつ、作業を

休止せざるを得なかった場合には、工期延長日数に応じて精算することとしてい

る。（再掲） 

 

３－２ 直接工事費 

・ 維持工事等の標準歩掛がない作業においては、実作業量を踏まえ、見積り等によ

り精算変更の対応している事例もある。 

・ 猛暑による日当たり作業量の減少への懸念に対し、施工合理化調査の結果に基づ

き、作業休止時間や手待ち時間等を含め施工効率への影響を分析した上で、必要

に応じ、歩掛の見直しを行う。 

 

４．地方公共団体・民間発注者等への周知・要請、好事例の横展開 

・ 近年における過酷な夏の暑さを踏まえ、猛暑対策を建設業全体で取り組むために

は、国土交通省直轄工事のみならず、地方公共団体発注工事、民間発注工事を含む

全ての工事で対策を徹底する必要がある。 

・ 前述のとおり、「工期に関する基準」を令和６年３月に改定し、工期設定で考慮す

る自然要因による不稼働として、猛暑日を追加しているところ、公共工事・民間工

事問わず、この「工期に関する基準」に従った適正な工期設定を行う必要がある。 

・ 更に、令和６年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査（入契調査）

より、工期の設定に当たっての猛暑日の考慮実績について各公共発注者に対し調

査を行うこととした。令和６年度調査の結果によると、都道府県・政令指定都市で

は猛暑日を考慮している団体は８割を超えている一方、市区町村では２割未満に

とどまる等、市区町村における取組の強化が急務である。 

・ 以上を踏まえて以下の取組を行う。 
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４－１ 工期における猛暑日考慮の徹底 

・ 「工期に関する基準」を踏まえた適正な工期設定について、地方公共団体・民間発

注者等全ての発注者における対応状況を調査するとともに、適正な工期設定に関

する周知及び取組の進んでいない団体に対する働きかけを行う。また、第三次担

い手３法の完全施行により、注文者に対して、労務費等に併せて、工期についても

見積りを尊重する努力義務が課せられることから、猛暑日を考慮し見積りをした

工期を尊重するよう周知を行う。 

・ 建設Ｇメンによる調査において、猛暑日の不稼働が考慮された工期設定がなされ

ているかについて確認し、必要な周知啓発及び注意喚起等を実施する。 

 

４－２ その他猛暑対策の推進 

・ 本パッケージを踏まえ、国土交通省直轄工事における取組を参考に、地方公共団

体、民間発注者等全ての発注者に対し、各発注者の事情に応じて可能な限り、取組

の拡充を促す。 

・ 工期における猛暑日考慮以外の猛暑対策について、入契調査において全公共発注

者に対して調査を行うとともに、好事例を収集し、会議等の場を活用した共有と

普及を図る。 

・ 民間発注工事における好事例を収集、分析し、発注者や建設業団体に対して好事

例の共有と普及を図る。 

 

４－３ 好事例の横展開 

・ 本パッケージにおいてまとめた具体的な施策・取組について、発注者・受注者双方

が既に取り組んでいる好事例について、横展開が図られるよう「建設工事におけ

る猛暑対策事例集」として適宜とりまとめ、地方公共団体・民間発注者含め、周知

を行う。 
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中長期的な課題への対応 

 

・ 前章で来季（令和８年夏）に向けて、実施する施策・取組をとりまとめているが、

建設業団体との意見交換においては、下記の意見も出ており、引き続き、議論を行

っていく必要がある。 

・また、猛暑期間・時間の作業回避をすることによる、工期や経費への影響について

は、来季に向けた検討にとどまらず、現場の実態を注視していき、発注時期、受発

注者間の協議等、運用面の課題についてもフォローを行い、適宜、改善を行ってい

く必要がある。 

 

（中長期的に検討する主な事項） 

 

・ 猛暑期間や豪雪地帯における冬期間を回避するため、休工することに関して、日

給制の技能労働者の年間総労働時間・年収を確保する方策について検討する必要

があるのではないか。 

・ 建設業における１年単位の変形労働時間制の活用促進に向けた運用改善等につい

て、制度を所管する厚生労働省とも議論を重ねていく必要があるのではないか。 

・ 現場で働く技能労働者の生命・健康を守るため、猛暑日における作業について、厚

生労働省とも議論を重ねていく必要があるのではないか。 
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建設工事における
猛暑対策事例集
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第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項

（１）自然要因
（２）休日・法定外労働時間
（３）イベント

（４）制約条件

（５）契約方式

第１章 総論
（１）背景

（２）建設工事の特徴

（３）建設工事の請負契約及び工期に関する考え方
（４）本基準の趣旨

（５）適用範囲

（６）工期設定における受発注者の責務

第３章 工程別に考慮すべき事項

（１）準備 （２）施工 （３）後片付け

第５章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について

（優良事例集）

第６章 その他

（１）著しく短い工期と疑われる場合の対応
（２）建設資材価格高騰を踏まえた適切な価格転嫁の対応
（３）基準の見直し

第４章 分野別に考慮すべき事項

（１）住宅・不動産（２）鉄道（３）電力（４）ガス

（６）関係者との調整

（７）行政への申請

（８）労働・安全衛生
（９）工期変更

（１０）その他

・受注者は、契約締結の際、時間外労働規制を遵守した適
正な工期 による見積りを提出するよう努める。

・発注者※は、受注者や下請負人が時間外労働規制を遵守
できる工期設定に協力し、規制違反を助長しないよう十分
留意する。

・自然要因における不稼働を考慮して工期設定。

【考慮すべき自然要因の例】

○ 降雨日・降雪日
○ 猛暑日
○ 下線の出水期における作業制限
○ 寒冷・多雪地域における冬期休止期間 等

・十分な工期確保や交代勤務制の実施に必要な経費は請
負代金の額に反映する。

・勤務間インターバル制度は、安全・健康の確保に有効。

1

１－１ 猛暑期間を回避した工事発注

猛暑日を考慮した工期設定（工期に関する基準）【制度】

○「工期に関する基準」は、適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請負人を含む）が考慮すべ
き事項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準である（令和２年７月作成）

○令和６年４月からの建設業の時間外労働規制適用を踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、同年３月に改定



○令和５年度より、猛暑日を考慮した工期設定となるよう「工期設定指針」を改定するとともに、官積算で見込んで
いる以上に猛暑日が確認された場合には、適切に工期変更を行うほか、その工期延長日数に応じて「工期延長
に伴う増加費用の積算」で対応するよう、運用を改良

■猛暑日を考慮した工期設定
工程（官積算）で見込んでいる猛暑日日数等を特記仕様書で明示する

とともに、見込んでいる以上に猛暑日等があり、かつ、作業を休止せざ
るを得なかった場合には、工期延長日数に応じて精算。

工 期 ＝ 実働日数 × （１＋雨休率）
＋ 準備期間 ＋ 後片付け期間 ＋ その他作業不能日

雨休率 ＝ （休日数 ＋ 天候等による作業不能日）／ 実働日数

天候等による作業不能日 ＝ 降雨・降雪日日数 ＋ 猛暑日日数

猛暑日日数 ＝ 年毎のWBGT値31以上の時間 を日数換算し、
平均した値（対象：5か年）

「第○条 工期」
１．工期は、雨天、休日等181日間を見込み、契約の翌日から令和○年○月○日までとす

る。なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏期休暇の他、作業期間内の全ての
土曜日を含んでいる。工期には、施工に必要な実働日数以外に以下の事項を見込んで
いる。

※：8時～17時の間のデータを対象とする。

⇒ WBGT値31以上の時間は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載
されている最寄りの観測データ（８～17時を対象）を活用

特記仕様書記載イメージ

実働日数：
毎年度設定される歩掛の「作業日当たり標準作業量」から当該工事

の数量を施工するのに必要な日数を算出

新たに、猛暑日日数（年毎のWBGT値31以上の時間を日数換算し、５
か年平均したもの）を雨休率に加味し、工程（官積算）を設定。

■工期延長等に伴う増加費用の積算

※ 天候等による作業不能日は以下を見込んでいる。
イ）１日の降雨・降雪量が10㎜/日以上の日：46日間
ロ）８時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数：12日間

（少数第１位を四捨五入（整数止め）し、日数換算した日数）

過去５か年（20xx年～20xx年）の気象庁（○○観測所）及び環境省（○○
地点）のデータより年間の平均発生日数を算出

40日間準備期間

20日間後片付け期間

0.89雨休率 ※休日と天候等による作業不能日を見込むための係数
雨休率＝（休日数 ＋天候等による作業不能日）／実働日数

○日間その他の作業不能日（○○のため） （Rx.x.x～Rx.x.x）

２．著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込
んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合には、受
注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

2

１－１ 猛暑期間を回避した工事発注

猛暑日を考慮した工期設定（直轄土木工事における適正な工期設定指針）【制度】



【群馬県】
○工期内における実際の猛暑日日数を自動計算したうえで当初設定した標準的な猛暑日日数と比較し、猛暑日を

加味した延長可能な日数を自動算出するアプリを開発
○アプリの使用により、現場の業務負担を軽減し、効率的な働き方を実現

・従来、環境省ホームページから手作業で収集せざるを得なかった1時間ごと、観測点ごとの過去の
暑さ指数（WBGT値）を自動収集。

・工期内における実際の猛暑日日数を自動計算したうえで当初設定した標準的な猛暑日日数と比較
し、猛暑日を加味した延長可能な日数を自動算出。

・受発注者協議に使用する協議書等を自動作成。

■猛暑日算出から受発注者協議までの流れ

・アプリの使用により、現場の業務負担を軽減し、効率的な働き方を実現

【アプリにより作成した協議書（例）】

3

１－１ 猛暑時間を回避した工事発注

猛暑日の実績に基づいた契約変更手続きの自動化アプリ

発注者の取組・工夫

取組の効果



11月10月9月8月7月6月5月

工期

【関東地方整備局 宇都宮国道事務所】
○現場作業を休工しやすくするため、猛暑期間の現場施工回避について協議できる旨を特記仕様書へ明記
〇受注者において、猛暑期間（７月、８月）を内業または準備期間とすることにより、現場作業を休工

発注者の取組・工夫 受注者の取組・工夫

現場作業の休工
準備等 舗装工事 片付

熱いアスファルト（敷き均し時は１１０度以上）を

扱う舗装工事において、猛暑期間の現場作業を

休工しやすくするため、試行的に下記を特記仕

様書に明記。

・働き方 ： 熱中症、夏バテの予防等、社員・現場作業者の健康管理・体調管理に寄与。
・働き方 ： 猛暑期間が夏休みやお盆期間と重なるため、家族との団らん等、Ｗ．Ｌ．Ｂ（ワークライフバランス）にも寄与。
・品質等 ： 舗装の品質上、施工後、舗装温度が５０度以下にならないと交通開放できない基準のため、猛暑期間は気

温が高く、温度低下が遅く品質管理が難しい事から、猛暑期間を避けた施工は、舗装の品質管理にも寄与。

取組の効果

留意点

受注者において、猛暑期間（７月、８月）を内業または準備期

間とする工程を設定

・７月～８月の現場作業休工期間中の作業員の収入減への

懸念。

・近年の気温変化により６月の熱中症の危険性が高いため、

６月から現場施工を回避できる等柔軟化が必要。

＜特記仕様書の記載＞
「本工事は、働き方改革、熱中症予防の一環として、

猛暑期間（７～８月）の現場施工を回避することにつ

いて、監督職員と協議を行うことができる。」
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１－３ 猛暑期間における現場施工回避の協議の明記

特記仕様書への記載による現場施工回避の協議の円滑化



【近畿地方整備局淀川河川事務所】
○熱中症対策として猛暑期間中の作業時間を柔軟に設定
〇受注者と監督員協議の上、作業の開始時間を前倒すことで、熱中症による死傷者発生数が最も多い１５時台

を避けて作業を完了

受注者の取組・工夫

・働き方 ：熱中症、夏バテの予防等、作業者の健康管理・体調管理に寄与。

取組の効果

留意点

・受注者において、猛暑期間（６月～９月）に実施する高水敷除草作業に

ついて作業を前倒して実施。

・通常であれば、８時～１７時の勤務体制であるが、６時～１５時に変更。

実作業は、６時３０分～１４時（前後は準備・後片付け等）までとし、熱中

症による死傷者発生数が最も多い１５時台を避けて作業を完了。

17時16時15時14時13時12時11時10時9時8時7時6時5時

通常の
作業時間

本事例の
作業時間

・近隣に住戸がある場合などは早朝の作業開始が難しい。

作業開始時間の前倒し

熱中症による死傷者発生数の
多い１５時台 より前に作業完了

高水敷除草工実施状況
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１－４ 猛暑時間の施工回避

作業開始時間の前倒し

※2024 年（令和６年） 職場における熱中症による死傷災害の発生状況（確定値）（厚生労働省）より

※

※



熱中症の危険時間帯（11時〜15時）に2hの昼休憩を取る
ことでリスク回避を行い、午後からの作業効率が向上した。

猛暑日は昼休憩を1時間延長し実作業時間を1時間短縮。
作業従事時間 ９ｈ（８：００～１７：００）
うち休憩時間 ３ｈ（10:00～10:30，12:00～14:00，15:00～15:30）

工事進捗への影響がないよう、気温が下がった時期をみて１時間程度の残業を実施。
残業込み時間 １０ｈ（７：３０～１７：３０）
うち休憩時間 ２ｈ（10:00～10:30，12:00～13:00，15:00～15:30）

パイプルーフ補助工法
（箱型ルーフ人力掘削状況）

受注者の取組・工夫

取組の効果

猛暑により、昼休みを１h→2hに延長した日数 ３０日
R6.7～R6.9のうち １５日
R7.7～R7.9のうち １５日

（9月下旬～4月に残業込みの時間で代替）
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１－４ 猛暑時間の施工回避

休憩時間の延長

【沖縄総合事務局】
○昨今の猛暑等、厳しさを増す現場環境への対応をしつつ、労働時間の確保も考慮した多様な働き方の実現に

向けた取組
〇ボックスカルバート工事における、猛暑日における閉鎖空間(箱形ルーフ内)での作業において、作業時間帯

の変更を実施



山地部（雲仙岳）と平地部（島原）では約5°の気温差

出典：気象庁（過去の気象データ検索）

【九州地方整備局 長崎河川国道事務所】
○長崎県を通過する国道５７号のうち、雲仙地区の山地部（雲仙岳）は平地部に比べ夏期の気温が低い
○道路除草工において、受注者の提案により山地部を夏期、平地部を夏期以外に作業することで、夏期に

おいても比較的気温が低い環境で作業ができるよう、施工時期を工夫

発注者・受注者の取組・工夫 取組の効果

留意点

本取組は例年と異なる施工時期となるため、

年間を通じた作業計画を検討した上で、維持管理

管理上の問題がないか確認。

【試行により明らかになったメリット】
・働き方：熱中症、夏バテの予防等、社員・現場作業者の

健康管理・体調管理に寄与。
・休憩時間の短縮により、作業効率が向上。

出典：国土地理院地図より作成

・雲仙岳は、日本で初めて国立公園に指定された「雲
仙天草国立公園」に存在し、「雲仙地獄」や「雲仙温
泉」等の観光地は、夏期に多くの観光客で賑わう。

・そのため、景観に配慮する必要があり、夏期施工の
うち、雑草が繁茂しすぎないタイミングで作業を行うな
ど、施工時期の調整に留意する必要がある。

7

１－４ 猛暑時間の施工回避

施工場所の工夫



【静岡県】
○就業時間を前倒しする「サマータイム導入工事」の実施を推奨
【高知県】
○「高知県建設工事クールワークタイム実施要領」を策定し、夏季等における高温時間帯の作業を回避

■サマータイムの導入 ■クールワークタイムの導入

【サマータイム導入工事の様子】

・熱中症リスクの低減および作業効率の向上、建設業界にお
ける働き方改革の推進等を目的に、事業者および地域の
理解が得られた現場において、「サマータイム導入工事」の
実施を推奨

・下田土木事務所において、サマータイムを導入した工事が
7月18日より着工

サマータイム導入工事の概要

○サマータイム実施期間

令和７年７月１８日から９月２６日

○サマータイム期間中の就業時間

5:00～14:00（従来：8:00～17:00）

・夏季等における高温時間帯の作業を回避し、作業員の健康
と安全を確保することを目的に、「高知県建設工事クールワ
ークタイム」実施要領を策定（令和７年３月２８日より実施）

・屋外での作業を主とする建設工事に適用し、対象期間は６
月１日から９月３０日まで

・原則、１１時から１４時までを休憩時間とし、作業時間の短
縮を補うための工期延長が可能

【クールワークタイム実施要領等】

8

１－４ 猛暑時間の施工回避

サマータイム・クールワークタイム

受注者の取組・工夫 発注者の取組・工夫



○特定の季節（夏季・冬季など）、特定の月で業務の繁閑が大きい場合には、１年単位の変形労働時間制を用
いることが効果的

〇繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑
に応じて、工夫しながら労働時間の配分を行い、労働時間の短縮を図る。導入に当たっては、就業規則への
規定、労使協定の締結（届出）が必要

制度イメージ

対 象 期 間 （ 最 大 ） １ 年 間

所
定
労
働
時
間

シフ ト作 成 の ル ール

① 労働日数は年間280日まで
② 連続労働日数は原則６日まで
③ （特に繁忙な場合は12日まで）
④ 労働時間は１日10時間、１週52時間まで
⑤ 労働時間が48時間を超える週は連続３回まで
⑥ 対象期間を３か月ごとに区分した各期間で、

労働時間が48時間を超える週は３回まで

１年間を平均して、１週40時間となる範囲※で、シフト
作成のルールに則って所定労働時間に凹凸をつける
ことができる。

１週40時間、１日８時間を超える労働時間を設定し
た場合には、その設定した時間を超えた労働が時
間外労働となる。

※年間の所定労働時間を、2,085時間（法定労働時間の総枠）以内で設定することが必要。

※変形労働時間制では、１週、１日の法定労働時間又は所定労働時間を超えた労働や、法定労
働時間の総枠を超えた労働について、割増賃金を支払うことが必要。

概 要

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１０
月

１１
月

１２
月

１
月

２
月

３
月

通常期

猛暑期

減

増
通常期

9

１－５ １年単位の変形労働時間制

変形労働時間制の活用による労働時間配分【制度】



○遠隔施工により、現場内の建設機械を空調の効いた室内から操縦することが可能
〇省人化建設機械（チルトローテータ）を活用することで、従来人力で作業していたところを機械施工可能となり、

作業量が軽減

回転（360度）
傾斜

• 掘削面に正対せずに細部まで刃先が
届くため、掘削面に正対するための建
機の微細な移動を大幅に削減（移動
のムダの削減）。

• 人力で行っていた細部の調整を機械
施工可能。

• 猛暑下の屋外での人力作業の減少に
貢献。

チルトローテータによりアタッチメントの傾斜
（チルト）や回転（ローテーション）が可能

省人化建設機械（チルトローテータ）遠隔施工

従来手法 チルトローテータ手法

• 現場から離れた社屋等の空調
の効いた室内から機械を操縦。

２－１ i-Construction 2.0の推進

遠隔施工・省人化建設機械
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【中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所】
○ダム本体におけるコンクリート打設において、コンクリート運搬に用いるケーブルクレーンの自律運転に加え、新

たにコンクリート締固めに用いるバイバック（油圧ショベルに大型バイブレーターを取り付けた建設機械）の遠
隔・自動運転を実施

〇ダム本体建設での省人化、生産性・安全性の向上を図り、遠隔施工による現場内の建設機械を空調の効いた
室内から操縦を実施

丸山ダム

運搬容器

目標地点

ケーブルクレーン

発進地点
約75m

約230m

運搬容器

目標地点までケーブルクレーンの
自律運転で揺動を抑えて運搬・放出

バイバックによるコンクリート
締固め動作の自動化を実現

熟練した作業員の運転技術を自律運転で再現

集中管理室（ケーブルクレーン操作等）

バイバック（締固め）目標地点（コンクリート運搬・放出）

受注者の取組・工夫

・打設時間や材料の管理がリアルタイム
で行われ、品質のばらつきを抑制。

・材料配合や打設位置を自動制御する
ことで、均一な品質を確保。

・室内作業による熱中症リスクを軽減。
・作業の自動化により人手を大幅に削減。

取組の効果
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２－１ i-Construction 2.0の推進

遠隔自律型コンクリート打設システム



・工事現場の出入り口等において、一般交通との事

故防止等を目的として、交通誘導警備員を配置す

るのが一般的であるが、作業開始から終了まで炎

天下の中でも待機しながら作業する必要。

・ＩＣＴ建機（3DMC）施工によるICT施工と、土量進捗

管理アプリ及び車両運行管理アプリを使用し、施

工進捗等をリアルタイムで総合管理。

【東北地方整備局青森河川国道事務所】
○猛暑期間における現場作業を軽減するため、工事現場個々で避暑対策を実施
〇受注者において、工事車両運行管理アプリを活用した交通誘導警備員の現場待機時間を短縮

受注者の取組・工夫 取組の効果

働き方：熱中症、夏バテの予防等、作業者の

健康管理・体調管理に寄与

施工性：リアルタイムで工事進捗を把握する

ことで現地作業を常に最適化

３秒毎
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
位置情報

【建機オペレーター】
車両の位置情報を把握できるため、
積込み準備がスムーズになる。

【交通誘導警備員】

【運搬回数の表示】
指定したエリアを出入りした
回数を表示

【速度の表示】
法定速度のチェック・超過の
場合はメールを管理者に送信

【走行軌跡表示】
指定したルートを走行しているか
チェックが可能

▲『NETHIS登録番号： KT-190101-VE SMART CONSTRUCTION Fleet』より

クラウド

【現場管理者のメリット】
作業状況がリアルタイムに把握できるため、
適切な指示が可能。

待機時間の短縮により熱中症予防 屋内による進捗管理により避暑対策にも寄与

12

２－１ i-Construction 2.0の推進

工事車両運行管理による交通誘導警備員の待機時間短縮



【北海道開発局】
○生産性向上を図るため、定置式水平ジブクレーンの導入を実施

・人で長く重たい資材を運ぶことが減少。
・省人化により熱中症リスクを軽減。

取組の効果

受注者の取組・工夫定置式水平ジブクレーンの概要

・定置式水平ジブクレーンとは、定位置

に存置し、現場に常時設置して作業を

行う水平ジブを持ったクレーン。

・クレーンの操作は、現場の作業員が
無線操作盤(リモコン)を使用し、吊り荷
を目視・確認しながら資材を運ぶ。

〇従来作業

→資材を、人力・クレーン等により運搬

クレーンの場合、オペレーター・世話役・玉掛け作業員の複数名必要

〇定着式水平ジブクレーン
→玉掛け作業から資材運搬まで1人で作業可能

リモコン
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２－２ 作業環境の改善

定置式水平ジブクレーンの活用



○新技術情報提供システム（NETIS）は、公共工事等での活用が見込まれる新技術に係る情報を共有及び提供
するデータベース

○検索機能等により、苦渋作業の軽減・削減に資する新技術情報にアクセス可能

・本技術は、土間やスラブにおける鉄

筋結束の自動化を図った全自動ロボ

ットシステムであり、従来は人が配筋

上を移動して結束していた。

・本技術の活用により大幅な省人化

が図れることから、作業員の熱中症

や転倒等の労災リスクの低減、及び

経済性の向上が期待できる。

トモロボ（SK-200003-A/R7推奨技術）

「熱中症」で検索

「熱中症」というキーワード
が記載されている技術を一
覧で表示。個別技術の情
報にアクセス可能

「熱中症」で検索した結果得られる新技術情報の事例

・本技術は、夏季の密閉された足場

内で有害塗膜除去のブラスト作業時

に使用する熱中症対策の装備として

、又特定粉じん作業における有効な

呼吸用保護具(送気マスク)として使

用できる。

・従来は、化学防護服と電動ファン付

呼吸用保護具を着用の為熱中症に

なる危険性があった。

エコクリーンクールスーツ（CB-190009-VE/R5推奨技術）

新技術情報提供システム（NETIS）

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/
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２－２ 作業環境の改善

新技術情報提供システム（NETIS）登録技術の活用



○猛暑期間における現場作業の快適トイレにおいて、エアコンを配備
〇トイレ使用中の熱中症リスクの低減に加え、休憩施設として短時間でのクールダウンにも活用

受注者の取組・工夫

取組の効果

・働き方：熱中症、夏バテの予防等、作業者の健康管理・体調管理に寄与。

身体の負担やストレスが軽減され、集中力や安全意識の向上にも寄与。

・猛暑期間の建設現場のトイレは、高温多湿になりやすく、短時間の利用でも熱中症リスクが高まる。

・現場環境改善費を活用し、快適トイレ内にエアコンを配備。

・作業環境等により、設置型トイレの配備が難しい場合は、トイレカーを導入。

快適トイレ外観 トイレカー（エアコン標準装備）エアコン配備
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２－２ 作業環境の改善

現場環境改善（快適トイレ・トイレカー）



○覆工板に遮熱塗装を行うことで、覆工板の温度上昇を抑制

受注者の取組・工夫 取組の効果

覆工板に遮熱塗装を施すことで、未施工範囲と
比較して表面温度で約10℃の低減効果を発揮
・遮熱塗装あり → 表面温度34.5℃
・遮熱塗装なし → 表面温度45.0℃

【計測時の環境条件は以下のとおり】
計測日 7月7日
平均気温 30.1℃ 最高気温 35.5℃
降水量 0mm 平均湿度 71%

・酷暑日にはさらなる効果があると考えられる

２－２ 作業環境の改善

覆工板の温度上昇を抑制（白色覆工板）

・設備等の導入を必要としない熱中症対策
・快適な作業空間の確保に寄与

ヒートアイランド対応
水性路面用遮熱材
HIRM-A

留意点

・覆工板が買い取りになる可能性がある

16



○現場入場時必ず通る昇降設備に設置することで、作業員全員に効果
○体温自体を下げる対策として有効

受注者の取組・工夫 取組の効果

留意点

・従来、水分や塩分補給、こまめな休憩等の対策は
行っていたが、体温を下げる対策は行っていなかっ
たため、有効である

２－２ 作業環境の改善

人感センサー付きミストシャワーによる熱中症対策（建築現場での取り組み）

・ミストシャワーの噴射により足場が濡れ、滑りやす
くなったり、足場から水が滴り落ちるようなことが
懸念されたが、確認されなかった（作業員からもそ
ういった声は上がらなった）

【昇降設備にミストシャワーを設置することで、熱中症
対策を図る】
・人感センサー付きのミストシャワーを設置する

・現場入場時必ず通る昇降設備に設置することで、作
業員全員に効果がある

・昇降設備は約10mの高さがあるため、５ヶ所に設置
する
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○遮光ネットを設置し、日陰を確保
○ミストファンを併用する事で作業員の労働環境を改善

受注者の取組・工夫 取組の効果

留意点

・ｽﾗﾌﾞ上に荷揚げした鉄筋への直射を防ぎ鉄筋
工の熱中症防止に役立つ

・日陰での一時的な休息が出来る
・ミストファンを併用する事により、作業員の体感
温度を下げ熱中症リスクの低減に期待

２－２ 作業環境の改善

遮光ネットの設置とミストファンの配置

・強風でネットが飛ばされたり破れたりしないよう、
固定方法に注意する。

・クレーン作業時にはネットが邪魔になってしまい、
盛替えが必要となる。

・作業所に遮光ネットを設置し、日陰を増やす事で作
業環境の改善

・ミストによる気化熱効果で周囲の温度を下げ、作業
員の熱中症リスクを軽減

遮光ネット ミストファン 18



○技能労働者周辺の推定暑さ指数（WBGT）、脈拍、活動量から、熱中環境における熱ストレスレベルを“独自
ロジック”により見える化

○設定した熱ストレスレベルの閾値を超えるとアラート発報され、技能労働者本人・管理者に通知

受注者の取組・工夫 取組の効果

留意点

２－２ 作業環境の改善

「技能労働者安全モニタリングシステム」を活用した熱中症対策

・システムの過信による熱中症対策意識の低下

・熱ストレスの他、緊急通報機能、心拍センサ連携機能よ
る技能労働者と管理者へのアラート通知も可能

概要

・ヘルメットに装着可能なセンサデバイスにより、
技能労働者の生体情報と周囲の環境情報を計
測し、現場監督者や事務所スタッフが技能労働
者の安全を遠隔から確認可能

技能労働者の脈拍値・活動
量・周辺の推定WBGTから

独自のアルゴリズムにより“
熱ストレス“を算出し
アラート通知

酷暑下の作業現場における熱中症リスクの可視化

「技能労働者安全モニタリングシステム※」概要
※NETIS登録番号 KK-200053-A
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○現場にて、作業場所単位や協力業者単位で給水サポーター（職員または職長）を任命
○給水サポーターが技能者に給水時間を知らせ、給水させる

受注者の取組・工夫

取組の効果

・作業に没頭することによる水分の補給し忘れを防ぐこと
ができ、熱中症の予防につながる

・給水サポーターによる定時の技能者の体調チェックも
可能

２－２ 作業環境の改善

決められた時間に給水を促す給水サポーター

・熱中症予防にはこまめな水分補給が重要
・給水サポーターが1時間ごと（9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00）
に給水させ、熱中症の防止を図る

給水カー⇒

現場作業車に飲料水、
塩飴、保冷ボックス等を
積載した給水カーを整
備し、適切な給水・塩分
チャージを促す
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○全施工現場を対象に、キッチンカーが１現場につき１回巡回し、作業員へ無料でかき氷を提供
○冷房休憩所との併用や時間帯調整など、現場環境に応じた運用工夫により、体温低下・休憩促進・雰囲気

改善に寄与

受注者の取組・工夫 取組の効果

留意点

・かき氷による深部体温の低下を体感
アイススラリーに近い冷たい食べ物により体内からのクールダウンが
体感できた。

・休憩取得の促進
「かき氷の時間」を設けることで、忙しい作業員も積極的に休憩を取る
雰囲気が生まれ、休憩時間の質が向上した。

・現場の雰囲気向上、コミュニケーション活性化
現場全体に笑顔が広がり、協力会社を含めたコミュニケーションの
きっかけとなった。現場からは「夏の楽しみになった」「気分がリセットされ
作業に戻りやすい」といった好意的な声が多く寄せられた。

・熱中症対策に対する会社の姿勢が周知
暑さ対策に積極的に取り組むことを作業員に周知できた。

２－２ 作業環境の改善

「かき氷キッチンカー」現場巡回の実施

・キッチンカーのスケジュール調整と、現場ごとの駐車スペース・安全確保の
事前確認が必要。

・天候や作業進捗により休憩時間が変動するため、現場監督との事前調整
と当日の運用連絡を密に行う必要。

・冷たいものや甘いものが苦手な作業員のため、無理な摂取を避けるよう声
掛けが必要。

・運用上の都合から各現場につき１回のみの巡回となるため、全員が利用で
きるよう時間帯の周知や誘導を丁寧に行う必要がある。

・夏季の猛暑対策として、かき氷キッチンカーを全
現場に巡回（１現場につき１回）

・作業員の休憩時間に合わせて提供時間を調整
・冷房休憩所や日陰スペースと併用し、短時間で
も体を冷やせる環境を整備

・複数シロップを用意し、リフレッシュ効果を高める
工夫
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○工事積算における熱中症対策に関する対応として、①熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行、②現場
環境改善費による熱中症対策・防寒対策の積み上げ計上を実施

写真出典：「建設現場における熱中症対策事例集」
（平成29年3月国土交通省大臣官房技術調査課）①熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行<H31年度より試行>

・工事現場の安全（熱中症）対策に要する費用として計上。
主に作業員個人に対する熱中症対策費用

例：塩飴、経口保水液等効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キット等

塩飴等 熱中症対策キットの設置場所の明示

空調服
熱中症対策キット

経口保水液等効果的な飲料水を常備

ヘルメット取付ソーラー充電式ファンと
クーリングベルト
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３－１ 熱中症対策に係る経費

現場管理費による作業員個人に対する熱中症対策【制度】



②現場環境改善費による熱中症対策・防寒対策の積み上げ計上<令和7年度基準より>
・現場環境改善に要する費用として、現場環境改善費（率）の50％を上限に積上げ計上。

（令和６年度以前は、現場環境改善費（率）にて計上）
現場の施設等における熱中症対策費用

例：遮光ネット、大型扇風機、送風機、製氷機、日除けテント、ミストファン、休息車の配置等

メッシュシートによる遮光設備と大型扇風機の設置

現場休憩所に日除けテント・ミストファン設置 給水器 製氷機

遮光ネット

大型扇風機

ミストファン

作業員休息所から離れている箇所に休息車を配置
（車内にクーラーや温冷庫を設置）

写真出典：「建設現場における熱中症対策事例集」
（平成29年3月国土交通省大臣官房技術調査課）
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３－１ 熱中症対策に係る経費

現場環境改善費による現場の施設等における熱中症対策【制度】



○国土交通省直轄工事の積算では、避暑（熱中症）対策等について、従来、下記の費用を計上。
・共通仮設費 ： ミストファン、日除けテント等の施設対応
・現場管理費 ： 経口保水液、空調服等の備品等対応（真夏日の日数に応じて補正）

○令和７年度より、避暑（熱中症対策）・避寒対策費について、共通仮設費の「現場環境改善費」（率計上費目）か
ら切り離し、積み上げ計上費目として別途計上。

実施する内容（率計上分）率計上費目

１．用水・動力等の供給設備
２．緑化・花壇 他

現場環境改善
（仮設備関係）

１．現場事務所の快適化
２．労働宿舎の快適化 他

現場環境改善
（営繕関係）

１．盗難防止対策
２．イメージアップ経費
３． 避暑（熱中症対策）・避寒対策

現場環境改善
（安全関係）

１．見学会の開催
２．デザイン工事看板 他

地域連携

※計上費目４項目から５つ選択（１項目重複）

実施する内容（率計上分）率計上費目

１．用水・動力等の供給設備
２．緑化・花壇 他

現場環境改善
（仮設備関係）

１．現場事務所の快適化
２．労働宿舎の快適化 他

現場環境改善
（営繕関係）

１．盗難防止対策
２．イメージアップ経費

現場環境改善
（安全関係）

１．見学会の開催
２．デザイン工事看板 他

地域連携

これまで 令和７年度～

※計上費目４項目から５つ選択（１項目重複）

積み上げ計上費目（精算時の設計変更対象）

・避暑（熱中症対策）・避寒対策
主に現場の施設や設備に対する避暑（熱中症対策）・避寒対策

に関する費用について、対策の妥当性を確認の上、設計変更。
（率分で計上される現場環境改善費の50％を上限。）
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３－１ 熱中症対策に係る経費

現場環境改善費の拡充【制度】



○令和５年度より、猛暑日を考慮した工期設定となるよう「工期設定指針」を改定するとともに、官積算で見込んで
いる以上に猛暑日が確認された場合には、適切に工期変更を行うほか、その工期延長日数に応じて「工期延長
に伴う増加費用の積算」で対応するよう、運用を改良。

■猛暑日を考慮した工期設定

工程（官積算）で見込んでいる猛暑日日数等を特記仕様書で明示する
とともに、見込んでいる以上に猛暑日等があり、かつ、作業を休止せざ
るを得なかった場合には、工期延長日数に応じて精算。

工 期 ＝ 実働日数 × （１＋雨休率）
＋ 準備期間 ＋ 後片付け期間 ＋ その他作業不能日

雨休率 ＝ （休日数 ＋ 天候等による作業不能日）／ 実働日数

天候等による作業不能日 ＝ 降雨・降雪日日数 ＋ 猛暑日日数

猛暑日日数 ＝ 年毎のWBGT値31以上の時間 を日数換算し、
平均した値（対象：5か年）

「第○条 工期」
１．工期は、雨天、休日等181日間を見込み、契約の翌日から令和○年○月○日までとす

る。なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏期休暇の他、作業期間内の全ての
土曜日を含んでいる。工期には、施工に必要な実働日数以外に以下の事項を見込んで
いる。

※：8時～17時の間のデータを対象とする。

⇒ WBGT値31以上の時間は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載
されている最寄りの観測データ（８～17時を対象）を活用

特記仕様書記載イメージ

実働日数：
毎年度設定される歩掛の「作業日当たり標準作業量」から当該工事

の数量を施工するのに必要な日数を算出

新たに、猛暑日日数（年毎のWBGT値31以上の時間を日数換算し、５
か年平均したもの）を雨休率に加味し、工程（官積算）を設定。

■工期延長等に伴う増加費用の積算

※ 天候等による作業不能日は以下を見込んでいる。
イ）１日の降雨・降雪量が10㎜/日以上の日：46日間
ロ）８時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数：12日間

（少数第１位を四捨五入（整数止め）し、日数換算した日数）

過去５か年（20xx年～20xx年）の気象庁（○○観測所）及び環境省（○○
地点）のデータより年間の平均発生日数を算出

40日間準備期間

20日間後片付け期間

0.89雨休率 ※休日と天候等による作業不能日を見込むための係数
雨休率＝（休日数 ＋天候等による作業不能日）／実働日数

○日間その他の作業不能日（○○のため） （Rx.x.x～Rx.x.x）

２．著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込
んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合には、受
注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
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３－１ 熱中症対策に係る経費

猛暑日による工期延長に伴う増加費用の積算【制度】（再掲）




